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青梅市市民部保険年金課資格賦課係
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概算賦課額

世帯加入者の合計年税額が確認できます。

加入者それぞれの国民
健康保険税の概算賦課
額が確認できます。

≪普通徴収≫
納付書や口座振替に
よる納付金額・納期
限です。

≪特別徴収≫
年金からの天引きに
よる納付金額です。

国民健康保険税の納税義務者です。
世帯主が加入していなくても、世帯に国保
の被保険者がいる場合、世帯主が納税義務
者となり課税されます。(擬制世帯主)
保険税額については加入されている方の分
のみが算出されています。

国民健康保険の加入月
には【＊】が入ってい
ます。
擬制世帯主には【G】
が入っています。

18歳以上の方で所得の申
告がされていない方は未
申告の記載があります。
保険税を正しく計算する
ためには申告が必要です。

口座振替の登録がされている方は登録済
みの口座が記載されます。
保険税の納付は指定の口座から引き落と
しになります。

低所得世帯軽減や未就学児軽減対象の世
帯のみ軽減割合等が記載されています。

前年の総所得金額－基礎控除43万円をした金額が記載されて
います。
加入者が数人いる場合は合計金額が記載されています。
※所得が2,400万円を超える方は基礎控除額が異なります。
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